
OSS利用事業者様へ 

 

継続検査OSS 申請における自動車検査証の有効期間の伸長について 

（一社）石川県自動車整備振興会 

指導部 

 

能登半島地震の被害に伴い、使用の本拠の位置が一部対象地域の自動車は車検満了の日

が 1 月 1 日～2 月 8 日までのものは 2 月 9 日までとして取り扱われ、引き続き運行するこ

とができます。 

検継続検査ＯＳＳ申請において、有効期間の伸長を希望される場合は、次頁の 

「伸長届出書」に必要事項を記入し、必ず OSS 申請の前日の 15 時までに石川運輸支局及

び軽自動車検査協会に FAX にて送信下さい。（窓口に提出可） 

なお、事前に届出が必要なのは「OSS 申請」のみとなります。ハイブリット申請や、紙

の適合証での申請する場合事前の届出は不要です。申請時に窓口にて申し出してください。     

下記に例を記載します。ご参照ください。 

記 

 

例（普通乗用車） 

令和 6年１月５日に有効期間が満了する車を 

令和 6年 1月 25 日にOSS 申請する 

 

◆ 伸長を希望する場合 

1. １月 24日の 15 時までに「伸長届出書」を支局又は軽検協に FAXにて送信 

2. １月 25日以降にOSS 申請を行う。 

3. 新車検証の有効期間が令和８年２月 9日となる。 

 

◆ 伸長を希望しない場合 

1. １月 25日に通常のOSS申請を行う。 

2. 当日中に申請が完了した場合、新車検証の有効期間が令和 8年１月 24 日となる。 

 

自賠責保険の有効期間については、申請の日から新たに更新される車検証の有効期間の

全てを満足していることを確認してください。なお自賠責におかれましては、特別措置が

定められておりますので、保険会社に確認の程宜しくお願い致します。 

以上



 

令和  年  月  日 

 

継続検査ＯＳＳ申請における自動車検査証の有効期間の伸長申出書 

以下の自動車について、自動車検査証の有効期間の満了する日の伸長を希望します。 

 

番号 
申請予定 

年月日 

現車検証の 

有効期間の

満了する日 

登録番号 

（車両番号） 
車台番号（下 3 桁） 

職員使用欄 

チェック欄 

（例）          R6.1.5 R6.1.9 ○○111 あ 1111 567 

1     □ 

2     □ 

3     □ 

4     □ 

5     □ 

6     □ 

7     □ 

8     □ 

9     □ 

10     □ 

11     □ 

12     □ 

13     □ 

14     □ 

15     □ 

16     □ 

17     □ 

18     □ 

19     □ 

20     □ 

※ 原則、申請予定日の前日 15：00 までに申請予定事務所へご提出いただくようお願いいたします。提出し
た内容に変更が生じた場合は、速やかに申請事務所までご連絡をお願いいたします。 

※ 継続検査（OSS）を申請する支局・事務所にご提出お願いいたします。 
※ 記載いただいた内容に誤りがないよう、ご確認の上ご提出をお願いいたします。 
 

石川運輸支局 FAX 076-208-6002  軽検協 FAX 076-208-5534 

依頼者名  

指定番号  

申請代理人（法人） 

担当者 

 

電話番号  

ＦＡＸ  


